
犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008
（平成20年12月）

～これまでの主要な取組結果～

資料２



第１ 身近な犯罪に強い社会の構築

１ 防犯ボランティア活動等の促進

２ 犯罪に強いまちづくりの推進

３ 振り込め詐欺対策の強化

○ 防犯ボランティア団体に対する支援等の充実

○ 官民協働による犯罪の発生しにくいまちづくりの推進

【防犯ボランティア団体数の推移】

内閣総理大臣による「安全・安心なまちづくり関係功労者表
彰」を18年から実施。これまでに79団体１個人を表彰。

防犯ボランティア活動の支援として「地域安全・安心
ステーション」モデル事業を全国800地区で実施したり、
学生や現役世代が参加する防犯ボランティア団体（各47
団体）に防犯パトロール用品の無償貸付を実施し、防犯
ボランティア団体を経済的に支援。

地方公共団体による自主的な街頭防犯カメラや防犯灯の整備や個人の住まいへの防犯カメラの設置を財政的に支援。

「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」において、一定の防犯性能があると評価した建物部品
（ＣＰ部品）を掲載した目録を追加公表（H25.10末現在：17種類3,243品目）。
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18年以降、防犯ボランティアフォーラムを実施するととも
に、24・25年には全国６地区でブロック別防犯ボランティア
フォーラムを開催。

○ 携帯電話、預貯金口座等の犯罪への利用の遮断

関係機関や事業者との連携の下、契約時の本人確認の
徹底、携帯電話の多数契約や預貯金口座の多数開設の抑
制、携帯電話の通話履歴の保存期間の延長等を実現。

○ 振り込め詐欺の徹底検挙

現に犯行を繰り返す犯行グループに重点を指向し、
振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の検挙を推進する
とともに、預貯金口座の売買等の特殊詐欺を助長する
行為の取締りにも注力。



【侵入窃盗の認知件数等の推移】

５ 子どもと女性の安全を守るための施策の推進

７ 犯罪被害者の保護

○ 児童ポルノ対策等の推進

○ 少年を取り巻く有害環境の浄化

○ 総合的な犯罪被害者支援体制の確立

４ 消費者の目線に立った生活経済事犯への対策の
強化

６ 自動車盗等身近な窃盗事犯への対策の推進

○ 食の安全・安心に係る事犯等への対策及び違法行為
の監視の強化

○ 模倣品・海賊版対策の推進

20年12月、犯罪対策閣僚会議の下に「消費生活侵害事犯対
策ワーキングチーム」が設置され、22年６月、「金融機関に対
する犯罪利用預金口座等に関する情報提供の迅速かつ確実
な実施について」を、23年６月、「消費生活侵害事犯の被害が
疑われる相談情報の警察への提供について」を、それぞれ申
合せ。

23年４月、民間事業者によるブロッキングの運用を開始。

24年度において、海外におけるインターネット上の違法アッ
プロード削除要請についてシステム化を実現し、削除数約７万
３千件、削除率99.1％を実現。

関係機関等と連携の上、保護者に対する啓発活動、携帯電
話事業者に対する指導・要請、携帯電話販売代理店等に対
する要請等フィルタリングの普及徹底を目指した取組を推進。

23年３月、犯罪被害者等の権利利益の保護が一層図られ
る社会を目指し、「第２次犯罪被害者等基本計画」を策定し、
同計画に基づく施策を着実に推進。

21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に「児童ポルノ排除対策
ワーキングチーム」が設置され、25年５月に「第二次児童ポル
ノ排除総合対策」を策定し、被害防止対策、流通・閲覧防止対
策、取締りの強化等の取組を推進。

【携帯電話等のフィルタリングサービス利用者数】
約343万人（H20.3)→約805万人（H25.9）
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年次
区分

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

認知件数(件) 333,233 290,595 244,776 205,463 175,728 155,047 148,488 136,552 126,077 115,155

検挙件数(件) 109,920 104,816 104,454 100,824 96,266 87,047 81,545 70,307 65,270 62,298

検挙人員(人) 14,208 13,548 12,564 12,434 12,037 11,079 10,852 10,766 10,586 9,719

検挙率(％) 33.0 36.1 42.7 49.1 54.8 56.1 54.9 51.5 51.8 54.1

○ 自動車盗難防止装置の普及及び盗難車両に関する情
報共有の推進・効率化

自動車盗難防止装置の普及促進に向けた広報啓発活動等
を推進。

【自動車盗難防止装置が装備された自動車の生産台数比率】
47.3％（H20） → 78.5％（H24）



○ 少年を見守る地域社会の構築

○ 少年事件捜査と少年を取り巻く犯罪対策の推進

○ 孤立した若者、高齢者等の社会参加の促進

第２ 犯罪者を生まない社会の構築

１ 少年の健全育成と孤立した若者等の社会参加の促進

○ 少年の規範意識の向上

全ての中学校及び高等学校
において「薬物乱用防止教室」が
開催されるよう、その指導者を対
象とした講習会を実施するととも
に、学校における薬物乱用防止
教育の充実を図るため、薬物乱
用防止教育シンポジウムを開
催。 【警察と少年警察ボランティアが協働した農業体験活動】

いじめや不登校等の問題行動等の未然防止及び早期発
見・早期対応のため、スクールカウンセラー等活用事業及びス
クールソーシャルワーカー活用事業を実施。

○ 社会適応上支援を必要とする少年の居場所づくりと就業・
就学支援

法務省において、無職少年について、保護司、更生保護女性
会員及びBBS会員（青年ボランティア）と共に社会参加活動を
実施するなどして、その社会性の涵養に注力。

道路交通法、道路運送車両法等の各種法令を適用した暴
走族取締りを引き続き推進し、暴走族の解体や構成員の脱退
に向けた取組を推進。

22年４月、教育、福祉、雇用等各関連分野における子ども・
若者に対する施策の総合的推進等を内容とした「子ども・若者
育成支援推進法」が施行。

保護司、更生保護女性会員及びBBS会員（青年ボランティ
ア）によるミニ集会活動、相談所開設、声掛け活動等、地域社
会における非行防止のための取組の推進を強化。

22年から、少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動や少年
を厳しくも温かい目で見守る社会気運の醸成等を内容とする
「非行少年を生まない社会づくり」を推進。

【暴走族構成員数及び暴走族に関する110番通報件数の推移】

年次
20 21 22 23 24

区分

暴走族構成員数（人） 11,516 10,454 9,064 8,509 7,297 

暴走族に関する
110番通報件数（件）

57,593 55,549 48,284 43,215 40,577 

【スクールカウンセラーの数】
約6,000人（H20.3)→約6,300人（H25.3）



２ 刑務所出所者等の再犯防止

○ 矯正施設における受刑者等の問題性に応じた改善指導・
矯正教育等の強化

○ 刑務所出所者等の定住、確実な身元引受け等の推進

○ 刑務所出所者等の就労先の確保

○ 自立更生のための各種施策の推進

○ 刑務所出所者等の社会復帰支援を総合的に推進するた
めの枠組みの設置

刑務所出所者等の再犯防止のため、矯正施設における受刑
者等の問題性に応じた改善指導・矯正教育等の強化を推進。
なお、少年院及び少年鑑別所については、22年12月に提出さ
れた「少年矯正を考える有識者会議提言」に沿った矯正教育・
鑑別の充実等を推進。

刑務所・少年院及び保護観察所における薬物事犯者指導のた
め、薬物問題に関する民間団体ダルク、ＮＡなどの自助グループ
等との連携を推進。

更生保護施設の受入れ機能を強化しているほか、23年度か
ら、更生保護施設以外に宿泊場所を保有するＮＰＯ法人等に対
して、宿泊場所及び食事の提供並びに毎日の自立準備支援の
委託を実施。

更生保護就労支援モデル事業を実施するとともに、協力雇用
主の確保等刑務所出所者等の就労支援対策を実施。

【福島自立更生促進センター】

自立更生促進センター及び就業支援
センターの入所者に対しては、刑務所
出所者等就労支援事業の各種メニュー
を活用していくほか、他の支援対象者
同様、担当者制によるきめ細やかな職
業相談・職業紹介等を実施。

22年12月、刑務所出所者等の社会復帰支援を始めとした総
合的な再犯防止対策を検討・推進するため、犯罪対策閣僚会議
の下に「再犯防止対策ワーキングチーム」が設置され、同ワーキ
ングチームにおいて、23年７月に「刑務所出所者等の再犯防止
に向けた当面の取組」を、24年７月に「再犯防止に向けた総合対
策」を、それぞれ取りまとめ。

犯罪者の再犯防止及び改善更生を図るため、刑の一部の執
行猶予制度を導入するとともに、保護観察の特別遵守事項の類
型に社会貢献活動を行うことを加えること等を内容とした「刑法
等の一部を改正する法律」及び「薬物使用等の罪を犯した者に
対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が第183回国会にお
いて成立。

刑務所出所者等のうち、親族等や民間の更生保護施設では
円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない者
の社会復帰を支援するため、19年に北海道沼田町の就業支援
センター、21年に北九州自立更生促進センター及び茨城就業支
援センター、22年に福島自立更生促進センターの運営をそれぞ
れ開始。

【協力雇用主数の推移】
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第３ 国際化への対応

１ 水際対策 ２ 新たな在留管理制度による不法滞在者等を生ま
ない社会の構築

○ 海上警備・沿岸警備の強化

警察官が速やかに犯罪に対処することが困難な遠方離島における犯罪

に海上保安官等が対処できるようにすること等を内容とする「海上保安庁

法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する

法律」が24年9月に施行。

○ 社会悪物品等の密輸入の防止等

○ 新たな在留管理制度の創設

○ 入国・在留審査等に際しての日本語能力の考慮

「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に基づき、
外国船舶の正当な理由のない停留、はいかい等を禁止すると
ともに、不審な航行をしている外国船舶に対しては、立入検査・
退去命令等を実施。

監視艇を活用し、薬物・銃器等
の密輸入の中継地となる可能性
の高い離島や洋上における取引
等による密輸入に対する監視取
締り及び情報収集を積極的に実
施。

Ｘ線検査装置、監視カメラ、麻薬探知犬等を活用し、監視・取
締体制の強化を実施。

・ 19年2月に報告を義務化した事前旅客情報（API）に加えて、税関が航

空機（関税法上の外国貿易機及び特殊航空機）の運航者等に対して予

約記録（PNR）の報告を求めることができるよう関税法の一部改正を行

い、23年10月に施行。

・ 「出港前報告制度」を導入することを内容とする関税法の一部改正を

行い、26年３月に施行予定。

法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する新た
な制度を創設するとともに、適法に在留する外国人の利便性を
向上させる措置を講ずることを内容とする「出入国管理及び難
民認定法等の一部改正法」が24年７月に施行。

24年７月から新しい在留管理制度が導入されたことにより、一
定の在留資格については在留期間の上限を３年から５年に伸
長することとなったが、「定住者」の在留資格により在留する日
系人に５年の在留期間を決定するに当たっては、一定以上の日
本語能力を有していることを考慮事項の一つとすることを決定。

○ 不法滞在者の摘発強化と退去強制の効率化

不法滞在者の地方分散化、居住・稼働の小口化等が続く中、
各種情報を活用して不法滞在者に係る情報を収集・分析すると
ともに､法務省と警察等関係機関とが連携を強化して積極的な
摘発を恒常的に実施。

「出入国管理及び難民認定法」第65条の積極活用について、
会議・協議会等の場を捉えて法務省から捜査機関への申入れ
を行い、退去強制手続を効率化。

【活動家船舶を停船させる巡視船】

○ 円滑かつ厳格な出入国審査の実施

ＡＰＩＳ等により得られた情報のほか、21年８月からはICPO紛
失・盗難旅券データベース検索システムの情報を活用し、円滑
かつ厳格な入国審査を実施。



４ 国際組織犯罪対策

３ 多文化共生を可能とする社会基盤の整備

○ 総合相談窓口の設置による外国人に対する生活支援の実施

○ 外国人支援施策の検討のための枠組みの設置

○ 人身取引対策の推進

○ 国際組織犯罪に対する捜査体制の整備

○ 諸外国との刑事共助条約等の早期締結

21年３月、厳しい雇用情勢の下で困難な状況に置かれてい
る日系人等の定住外国人への支援を検討するなど、定住外国
人に関する施策について政府全体としての取組を推進するた
め、「日系定住外国人施策推進会議」を設置。

22年８月、「日系定住外国人施策推進会議」において、「日
系定住外国人施策に関する基本指針」を取りまとめ、23年３
月、同指針に掲げた施策を具体化することを目的として、「日
系定住外国人施策に関する行動計画」を取りまとめ。

21年12月に「人身取引対策行動計画2009」を策定し、人身取引
に係る諸対策を推進。 犯罪対策閣僚会議の下に設置された「人身
取引対策に関する関係省庁連絡会議」において、22年６月には「人
身取引事案の取扱方法（被害者の認知に関する措置）」を、23年７
月には「人身取引事案の取扱方法（被害者の保護に関する措置）」
を、それぞれ申合せ。

韓国（21年３月）、米国（22年３月）、タイ・カンボジア（23年３月）、
フィリピン（23年11月）及びタイ（24年12月）に、それぞれ「人身取引
対策に関する政府協議調査団」を派遣し、政府機関、現地のNGO
等と意見交換を実施。

22年２月、「犯罪のグローバル化に対応するための戦略プラン」
を策定し、国際犯罪組織に係る情報の収集・共有・分析能力の強
化等を推進。

22年７月、日・タイ受刑者移送条約（19年11月締結交渉開
始、21年７月署名）の批准書を交換し、22年８月に同条約は発
効。

22年12月、日・ＥＵ刑事共助協定（21年４月締結交渉開始、
ＥＵ側については同年11月署名、日本側については同年12月
署名）について効力発生のための外交上の公文を交換し、23
年１月に同協定は発効し、同協定に基づき、ＥＵとの間で刑事
共助を実施。

22年11月、日・露刑事共助条約（18年12月締結交渉開始、
21年5月署名）の批准書を交換、23年2月に同条約は発効し、
同条約に基づき、ロシアとの間で刑事共助を実施。

○ 適法に在留する外国人の出入国・在留手続に係る利便性の
向上

21年度において、地方公共団体と連携し、外国人住民に対する
入国・在留手続、生活相談及び情報提供を一つの窓口で行うワン
ストップ型の総合相談窓口（ワンストップセンター）を静岡県浜松
市、埼玉県さいたま市及び東京都新宿区にそれぞれ開設。

在留期間の上限を伸長するとともに、一定の要件を満たす外国
人が出国後１年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可
の手続を不要とすることを内容とする「出入国管理及び難民認定
法等の一部改正法」が24年７月に施行。

24年７月以降、２回の会合を経て、25年６月に日・ブラジル受
刑者移送条約締結交渉第３回会合において、条文について実
質合意。

25年６月、日・イラン受刑者移送条約の締結交渉第１回会合
を実施。



第４ 犯罪組織等反社会的勢力への対策

１ 暴力団対策等

２ マネー・ローンダリング対策

○ 暴力団からの資金剥奪の強化 ○ 暴力団及び周辺者の経済活動からの排除

○ FIUの充実・強化 ○ ＦＡＴＦ相互審査を踏まえたマネー・ローンダリング等対策の
強化

疑わしい取引の届出制度等の活用や、各種人事交流や協議
会開催等を通じた関係機関との緊密な連携により、資金獲得活
動に関する情報を収集するとともに、組織的犯罪処罰法等に基
づくマネー・ローンダリング処罰規定や犯罪収益の没収・追徴規
定等を活用して犯罪収益の剥奪を推進。

24年９月までに、警察庁と全ての省庁との間において、暴力
団員等による不当介入に対する通報報告制度、あらゆる公共
事業等からの暴力団排除等に関する合意書を締結。

東日本大震災からの復旧・復興事業について、同事業からの暴力団排

除に向けて、政府が今後、更に取り組むべき施策を取りまとめた、「復

旧・復興事業からの暴力団排除の取組について」を暴力団取締り等総合

対策ワーキングチームにおいて、25年４月に取りまとめ。

マネー・ローンダリング対策に係る国際会議等に参加するとと
もに、多くの国・地域のＦＩＵとの間で、積極的な情報交換を可能と
するための情報交換枠組みの構築を推進しており、25年10月末
までに合計64の国・地域のFIUとの間で取決めを作成し、更に約
50の国・地域と協議を実施。

マネー・ローンダリング等対策の強化のため、FATF相互審
査における指摘等を踏まえて、取引時の確認事項の追加等を
内容とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部
を改正する法律」が25年４月までに施行。

【暴力団構成員等の推移】

犯罪対策閣僚会議の下に設置された「暴力団取締り等総合
対策に関するワーキングチーム」において、 21年12月、 「公共
事業等からの暴力団排除の取組について」を、22年12月、「企
業活動からの暴力団排除の取組について」をそれぞれ取りま
とめ。

市民に対する危害を防止するための規制の強化、暴力団員による不当

な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進に関する規

定の整備等を内容とした「暴力団対策法の一部を改正する法律」が25年

１月までに施行。
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３ 銃器対策の推進

４ 薬物対策の推進

５ 組織的に敢行される各種事犯への対策

○ 厳格な銃砲刀剣類行政の推進

○ 薬物密輸の水際阻止 ○ 密輸・密売組織の壊滅に向けた取組及び多様化する乱用
薬物への対応

○ 環境犯罪対策の推進

○ 違法風俗店等に対する取締りの推進

犯罪対策閣僚会議の下に設置された「銃器対策推進会議」
において毎年度策定している「銃器対策推進計画」に基づき、
諸対策を着実に推進。

犯罪対策閣僚会議の下に設置された「薬物乱用対策推進
会議」において策定した「第三次薬物乱用防止五か年戦略」、
「第四次薬物乱用防止五か年戦略」に基づく諸対策を着実に
推進。

関係機関が相互に連携をして水際対策を実施。

環境犯罪の取締りを強化するため、「環境犯罪対策連絡会
議」等を開催するなど、関係省庁間の連携を推進。22年10月
には、「第11回環境犯罪対策連絡会議」を開催し、産業廃棄物
事犯の現状報告等、関係機関との情報交換を行い、更なる連
携強化。

関係機関等と連携した全国的な集中取締りの実施等によ
り、廃棄物不法投棄事犯等の環境犯罪の取締りを強化。

毎年11月に「風俗関係事犯取締り強化期間」を設定し、風俗
店への立入り等を通じた風俗実態の把握に努めているほか、
風俗関係事犯及び人身取引事犯の取締りを強化。

○ 不正軽油関係事犯の取締りの推進

不正軽油の製造・販売及びその製造過程で生成される硫酸
ピッチの不法投棄等の事犯の取締りを推進するため、関係省
庁間で連携。

合法ハーブ等と称して販売される薬物の流通を規制するた
め、製品に含まれる成分を迅速に指定薬物とするとともに、化
学構造が類似した成分を包括的に指定薬物として指定すること
を決定。

【指定薬物の数】

33（H20.3)→888（H25.11）

【拳銃押収丁数の推移】
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第５ 安全なサイバー空間の構築

１ 違法・有害情報対策

２ 違法・有害情報を排除するための自主的な取組への支援

○ インターネット上の違法・有害情報対策に係る関係者間の
連携強化

○ インターネット上の有害情報から青少年を守るための対策
の推進

○ 情報モラル教育及び広報啓発活動の推進

○ インターネット・ホットラインセンターの体制強化等の推進

○ 違法・有害情報に関する紛争解決手続の在り方について
の調査・検討

○ 携帯電話の適切な利用のための環境整備の推進

22年４月、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
ようにするための施策の推進について関係府省庁間で密接な連
絡等を行うため、関係省庁課長級で構成される「青少年インター
ネット環境整備推進課長会議」を設置し、関係省庁間の連携強化
を推進。

インターネット上の違法・有害情報に起因する問題に対応する
ため、「違法・有害情報対策官民実務家ラウンドテーブル」の枠組
みを活用し、政府、事業者、関係団体等に対し、情報提供を行うな
ど、官民の関係セクターを横断した情報共有を推進。

23年度及び24年度において、有識者等によるケータイモラル
キャラバン隊を結成し、全国６か所で保護者等を対象とした学
習・参加型のシンポジウムを開催。

24年度において、インターネットにつながる新たな機器への対
応等について青少年が研修し、その成果を発信する青少年安心
ネット・ワークショップを実施。

情報セキュリティに関する国民の知識及び意識の向上を図る
ため、サイバー犯罪の現状、対策等について周知を図る情報セ
キュリティに関する講習を開催。

20年10月から、出会い系サイトの禁止誘引情報や登録制サイト
内の児童ポルノ、わいせつ画像等の違法情報等を収集し、イン
ターネット・ホットラインセンター（IHC)に通報する業務（サイバーパ
トロール）を外部委託。

「不正アクセス禁止法」が改正されたことに伴い、24年７月、イン
ターネット・ホットラインセンター（IHC)の運用指針である「ホットライ
ン運用ガイドライン」を改訂し、違法情報に不正アクセス関連情報の
２類型を追加するとともに、有害情報にも細目を追加。

【インターネット・ホットラインセンター通報受理件数】

135,126（H20)→196,474（H24）

22年度及び23年度において、学校・教育委員会が実施してい
る学校ネットパトロールについて現状と課題の整理及び効果的な
実施の在り方に関する調査研究を実施し、24年９月に報告書を
作成し、各教育委員会等に配布。

22年度総合セキュリティ対策会議の提言を受け、通信関連４団
体によるプロバイダ等とサイト管理者との間の契約に関する標準
約款の作成を支援。なお、警察庁等による支援等を受け、24年４
月に通信関連４団体により「違法・有害情報への対応等に関する
契約約款モデル条項」が改正。



３ サイバー犯罪対策の推進

○ 官民連携によるサイバー犯罪の防止と徹底検挙

○ 情報セキュリティに関する知識及び対策の普及啓発活動
の推進

○ コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備

23年６月、社会全体で不正アクセス防止対策を推進するに当
たり官民の幅広い意見を集約するため、企業・団体等と共に
「不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会」を設置
し、同年12月、検討結果を「不正アクセス防止対策に関する行
動計画」として取りまとめ、同計画に基づき、取組を推進。

インターネット・ホットラインセンター（IHC）から通報される違
法・有害情報について効率的な捜査を推進するため、警察にお
いて新たに「全国協働捜査方式」を構築し、違法情報について
は23年７月から、有害情報については24年４月から、それぞれ
本格実施。

サイバー空間において今後起こり得る様々な事態に対処できる
よう、25年１月、「サイバー犯罪対処能力の強化等に向けた緊急プ
ログラム」を策定し、本プログラムの実施あるいは具体化に向けた
取組を推進。

【IHCからの警察庁への通報件数及び検挙件数】

インターネット掲示板等への犯行予告事案において、犯行に
使用された端末内から第三者による遠隔操作を可能とする新
種のコンピュータ・ウイルスが発見され、逮捕された者が犯人で
はなかったと認められたことを受け、24年11月、警察庁から都
道府県警察等に対し、サイバー犯罪捜査における当面の留意
事項等を指示。

「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」を通じてソフト
ウェア等のセキュリティ上の弱点に対処するための取組を実施す
るとともに、サービス妨害攻撃や不正プログラムの配布等のサイ
バー攻撃に関し、海外機関との連携も含め、これらの攻撃の停
止・防止に向けた取組を実施。

フィッシング行為の禁止、他人の識別符号を提供する行為についての規制

の強化等を内容とする不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改

正を行い、24年５月に施行。

不正指令電磁的記録に関する罪の新
設や犯罪に悪用される不正プログラムの
巧妙化に的確に対応するため、24年11
月、警察庁に「不正プログラム解析セン
ター」を設置し、解析需要の増大や高度な
解析に対応。

【不正プログラムの解析】

情報セキュリティ月間、国際キャンペーン等を実施するなど、
国民・利用者がＩＴリスクを認識し、自ら情報セキュリティ対策を実
施することを促すための取組を推進。
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第６ テロの脅威等への対処

１ テロに強い社会の構築

２ 水際対策の強化

３ テロの手段を封じ込める対策の強化

４ 情報機能等の強化及び違法行為の取締りの徹底

○ 国民の理解と協力を基盤とした総合的なテロ対策の推進

○ 国際社会におけるテロ対策協力・支援の強化

○ 空港・港湾危機管理（担当）官を中心とした水際危機管理体
制の強化

○ 情報収集の強化及び出入国管理関係法令の適切かつ厳格
な運用

○ ＮＢＣテロ等に使用されるおそれのある各種物質の管理
体制等の強化

○ テロの未然防止に向けた国内外における情報収集・分
析機能の強化

○ カウンターインテリジェンス機能の強化

「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」や「国際テロ対策
幹事会」等の下、関係省庁が緊密に連携して総合的なテロ対策
を推進。

国際連合、ＧＣＴＦ、Ｇ８等の多国間枠組み、日・ＡＳＥＡＮ、ＡＲ
Ｆ等の地域フォーラム、二国間のテロ対策協議等を活用し、国際
的なテロ撲滅のための取組に貢献。

個人識別情報等によって判明した上陸拒否事由に該当する者
に対しては、引き続き、厳格な上陸審査を実施。また、テロ行為
等を行うおそれのある者に対しては、退去強制手続を執ることを
徹底。

放射性同位元素等の取扱事業者に対し、「放射線障害防
止法」に基づき適切に検査を実施するとともに、保管・管理の
徹底等を指導。また、放射性同位元素については、国際原子
力機関（ＩＡＥＡ）の行動規範に基づいて、放射性同位元素の
厳格な管理のため、「放射線障害防止法施行規則」を改正
し、23年１月から放射線源登録制度を導入。

20年12月以降、「内閣情報会議」の構成員に内閣官房副長
官補を加え、情報部門と政策部門の連携を強化するととも
に、金融庁、財務省、経済産業省及び海上保安庁を新たに情
報コミュニティに加え、政府内で情報をより効果的に活用し共
有する体制を強化。内閣情報会議は、引き続き原則として年
２回開催しており、その結果を踏まえ、内閣の重要政策に関
する情報の収集及び分析その他の調査を実施。

我が国政府のカウンターインテリジェンス機能の強化のた
め、内閣官房内閣情報調査室に設置されたカウンターインテ
リジェンス・センターにおいて、カウンターインテリジェンスに関
する情報の収集及び分析を行い、その成果を各省庁に提供。
また、政府機関の重要な情報の漏えいを防止するため、「特
定秘密の保護に関する法律案」を国会に提出するなど、各種
取組を実施。

テロ等の事案発生時における関係機関相互の緊密な連携の
強化及び事案対処能力の向上を図るため、空港・港湾危機管理
（担当）官を中心として、不法侵入事案対応訓練を始めとする関
係機関との各種合同訓練を、23年中には、空港において103回、
港湾において133回、24年中には、空港において154回、港湾に
おいて132回、25年中には10月31日までに空港において104回、
港湾において55回、それぞれ実施。



５ 重要施設等の警戒警備及び対処能力の強化

６ サイバーテロ対策・サイバーインテリジェンス対策

７ 大量破壊兵器の拡散等国境を越える脅威に対
する対策の強化

８ 北朝鮮による日本人拉致容疑事案等への対応

○ サイバーテロ・サイバーインテリジェンスに関する対策の強化

○ 大量破壊兵器及び関連物資・技術等の拡散防止に向け
た体制の強化等

○ 海賊対策の強化

○ 北朝鮮による人権侵害問題に関する啓発活動の推進

23年３月、24年３月及び25年３月、大規模サイバー攻撃事態対
処訓練を内閣官房及び各府省庁が相互に連携し実施したほか、そ
の結果を踏まえ、対処の在り方に関する検討を行い、大規模サイ
バー攻撃事態等の発生時における政府の初動対処態勢の充実強
化を推進。

拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）に関し、24年７月に航空
阻止訓練を我が国が主催するとともに、同年９月の韓国主催
のOEG及び海上阻止訓練、25年２月の米国・UAE共催阻止訓
練、同年５月のポーランド主催ＰＳＩ１０周年記念会合（ハイレベ
ル政治会合）及び同国主催ＯＥＧにそれぞれ参加。

防衛省では、21年３月、海上警備行動を発令し、同月、アデ
ン湾に護衛艦２隻を、同年５月には固定翼哨戒機Ｐ－３Ｃ２機
を、それぞれ派遣。また、同年７月、「海賊行為の処罰及び海
賊行為への対処に関する法律」が施行されたことに伴い、同
法に基づく海賊対処行動を発令し、民間船舶の護衛及びＰ－
３Ｃによる警戒監視活動を実施。

海賊行為があった場合の逮捕、取調べ等の司法警察業務
を担当するため、ソマリア沖・アデン湾に派遣されている護衛
艦に海上保安官８人が同乗。23年３月には、日本関係船舶を
襲撃した海賊を「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関
する法律」に基づき逮捕し、本邦へ護送。

は、福島第一原子力発電所へのテロを想定した警察と海上保安
庁の共同実動訓練を、実施。

警察庁のサイバーフォースセンターにお
いて、リアルタイム検知ネットワークシステ
ムを24時間体制で運用し、サイバー攻撃の
予兆・実態把握に努めるとともに、攻撃の
実態解明に係る機能を強化するため、当該
システムの高度化の実施中。 【リアルタイム検知ネットワークシステム】

○ テロ等の未然防止のための重要施設・要人等の警戒警備の
強化

24年６月及び25年11月には、原子力発電所敷地を利用して、治
安出動を想定した警察と自衛隊の共同実動訓練を、24年10月に
は、原子力発電所に対するテロ対処に係る海上保安庁と自衛隊の
共同訓練を、25年５月には、福島第一原子力発電所へのテロを想
定した警察と海上保安庁の合同訓練を、それぞれ実施。

【銃器対策部隊】

関係行政機関においては「原子力
発電所等に対するテロの未然防止対
策の強化について」（23年11月国際組
織犯罪等・国際テロ対策推進本部決
定）に基づき、緊密に連携し、テロ関
連情報の収集及び分析能力の強化に
配意するとともに、防護措置の強化及
び内部脅威対策の強化を柱とするテ ロの未然防止対策を強力に
推進。

○ 拉致問題解決のための政府一体となった取組の推進

25年度「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」において、「拉致
問題シンポジウム」や「ふるさとの風コンサート」の開催、新規
広報ポスターの掲示や広報冊子の配布等を実施予定。

25年５月、米国で初めて政府主催のシンポジウムを開催し、
政府機関や国際機関関係者等に対して、問題解決を強く訴求。

警察庁の「特別指導班」による都道府県警察への指導・調
整、御家族等からのＤＮＡ型鑑定資料の採取、警察ウェブサ
イトへの情報の掲載、警察と海上保安庁との連携強化。



第７ 治安再生のための基盤整備

１ 人的・物的基盤の強化

○ 地方警察官等の増員

○ 警察の現場執行力の強化に向けた技術の活用

○ 各種調査研究等の実施

厳しい治安情勢に的確に対応するため、地方警察官を増員
（13年度から25年度までで合計28,811人を増員）。

【地方警察官の定員の推移】

○ 保護司活動の基盤整備

更生保護サポートセンターには、保護観察処遇の充実強化、
関係機関とのネットワーク構築等の効果が認められていること
から、23年度の55か所から、24年度は155か所に増設。

○ 治安関係職員の増員

海上保安官、検察官、入管・税関・刑務所職員等について、20
年から25年にかけて、人員の大幅増を達成。

20年12月に発出した「初動警察刷新強化に向けた精強な第一
線警察構築の更なる推進について」に基づき、都道府県警察に
おいて、緊急配備システム、地図情報システム、カーロケータ・シ
ステム、メール110番受付システム等の整備の促進による通信指
令システムを高度化するための施策を推進。

22年度から、犯罪・テロ対策技術等の安全・安心な社会の構築
に資する科学技術について、関係府省の連携体制の下、ユー
ザーとなる公的機関のニーズに基づいた研究開発を実施し、実
用化につなげる事業を実施。

【警察官１人当たりの負担人口】

【職種ごとの定員数の比較】

「来日外国人少年の非行」及び「無差別殺傷事犯」に関する研
究を実施。
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職種 平成20年度 平成25年度 増員数

海上保安庁職員 12,504人 12808人 304人

検察官 2,578人 2,721人 143人

入管職員 3,149人 3,620人 471人

税関職員 8,620人 8,751人 131人

刑務官等 20,269人 21,133人 864人

警察庁職員 7,611人 7,721人 110人

保護観察官 1,220人 1,351人 131人

麻薬取締官 248人 265人 17人

港湾保安調査官 33人 68人 35人

公安調査官 1,477人 1,490人 13人



２ 犯罪の追跡可能性の確保、証拠収集方法の拡充

３ 裁判への的確な対応

○ 犯罪の痕跡の確実な記録と迅速かつ的確な犯罪捜査
への協力確保

○ 客観的な証拠の収集方法の整備強化

○ 裁判員裁判への的確な対応

○ 死因究明体制の強化

初動捜査の高度化・科学化を図り、客観的な証拠を重視した
効果的・効率的な初動捜査を推進するため、都道府県警察に
おいて検討委員会を開催するなどして、都道府県の実情に応じ
た初動捜査の高度化・科学化を実現するための施策等につい
て検討を実施。

検察当局において、捜査に不可欠な情報をより迅速かつ的
確に収集することができるよう、具体的な事件捜査を通じて、電
気通信事業者、金融機関等の事業者に更なる理解を求め、捜
査関係事項照会等への迅速かつ的確な対応を促進。

携帯電話事業者に対し、通話記録の保存期間の延長を要請
し、事業者において整理した結果、22年春以降、３か月間程度
から６か月間に延長されたほか、通信記録に係る照会を迅速
に行うための調査研究等を実施。

【ＤＮＡ型鑑定実施件数の推移】
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23年７月、犯罪対策閣僚会議の下に「死因究明制度に関するワーキングチーム」が設置され、24年７月、同ワーキングチームにおいて、
「死因究明制度に関するワーキングチームの検討結果」を取りまとめ。同年６月、「死因究明等の推進に関する法律」及び「警察等が取り扱
う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」が成立。死因究明等の推進に関する法律に基づいて、同年９月、内閣府の特別の機関とし
て、「死因究明等推進計画」の案を作成すること等を所掌事務とする「死因究明等推進会議」が設置され、同年10月に第１回会議を開催。ま
た、同会議決定に基づき設置された「死因究明等推進計画検討会」を、25年11月18日現在、12回開催。

警察庁、地域的な拠点となる都道府県警察にＤＮＡ型鑑定の
大量一括処理装置を整備するなど、ＤＮＡ型鑑定に関する資機
材の整備や人材の育成等を実施。

裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的な立証に資するための方策について検討するため、20年９月から警視庁等におい
て取調べの録音・録画の試行を開始し、21年４月から全ての都道府県警察で試行を実施してきたところ、24年４月からは、裁判員裁判対象
事件について、自白事件に限らず否認事件等にも試行を拡大するとともに、様々な場面を対象に試行を実施。裁判員裁判対象事件につい
ては、20年９月から25年３月までの間に4,546件の試行を実施。また、24年５月からは知的障害を有する被疑者に係る事件についても試行
を開始し、同年５月から25年４月までの間に967件の試行を実施。

（件）




